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要約

障害者はハンデイキャップを持つがゆえ 移動そのものが制約される。すなわち使える

交通手段と使えない交通手段があるということである。本論ではどのようなハンデイ

キャップ者がどのような交通手段を使えないかを明らかにするために，まず大量輸送交通

手段(パス・鉄道)と個別輸送交通手段(但し，自分で運転する車は除く)の利用を分け

る要因は何かを数量化E類によって明らかにした。この結果，補装具と障害部位，障害等

級が関連性が強いことが明らかになったので，さらに障害部位，補装具，障害等級別に交

通手段選択の分担率を比較した。次にパス及び鉄道を利用できるかどうかの要因を明らか

にした。つづいて補装具，障害部位別にパス，鉄道の利用率を求め，パス，鉄道の利用上

の評価を行った。

1.研究の背景

ノーマライゼイションからの理念1)かみくだい

て言えば障害者が地域でごくあたりまえに生活で

きること，つまり都市交通環境の面から言い換え

れば，日常生活のなかで都市施設や都市交通施設

を必要な時に自由に使えることである。ノーマラ

イゼイションの原理は， 1975年に国連の「障害者

の権利宣言jに採択され， 1981年には国際障害者

年のテーマである「完全参加と平等」を基本とす

る権利として提唱された。我国の福祉政策を概ね

完全参加と平等を目ざす方向で展開されており，

その基本となるべき法律(心身障害者福祉法) 2) 

が1975年に制定された。この法律の22条で「国及
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ぴ地方公共団体は，心身障害による交通施設その

他の公共的施設の利用の便宜を図るため，施設の

構造，設備の整備等について適切な配慮がなされ

るよう必要な施策を講じなければならない。Jと

規定し，我国ではじめて交通施設を含めた物的環

境整備に言及したものである Oこの法律制定以後，

障害者が地域で生活できるよう，公共施設や交通

施設等の整備が進められてきた。それにもかかわ

らず障害者にとっての外出の現状は，必要な時に

自由に外出できるまでは程遠い交通環境にある。

本研究の主たるねらいは以下の二点である。

① 第一に，障害者の移動制約が交通手段選択を

どのように左右しているかを明らかにする。

② 第二に，パス・鉄道の利用と非利用を分ける
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要因を明らかにし，そのうえで利用上の問題点 した。

を探る。

2.調査方法と分析内容

アンケート調査は対象地域をごく一般的な都市

交通条件下にある東京都板橋区とし，昭和59年10

-11月に実施した。調査方法は協力の得られた板

橋区内の障害者団体等に依頼し，各団体を通した

留置法によった。調査対象者8900人のうち1100人

(抽出率約12%) に配布し，回収数662票(回収

率約60%) を得た。表-1は障害の部位別に母集

団(A)と分析対象者数(B)の内訳を示したものであ

る。不明の中には精神薄弱者182人が含まれてい

る。分析対象は主として身体障害者を中心とした

交通手段選択に回答があった443票について行っ

た。また，分析対象者の属性等に関しては交通手

段選択に回答した人のうちの障害程度の内訳のみ

を表一 1に示したが，その他の属'性については割

愛した。

分析に関しては以下の 4点である。

① 主な交通手段選択，すなわち最もよく使う交

通手段(以後第一手段と呼ぶ)に関して，大量

輸送交通手段(パス・鉄道を指す)と個別輸送

交通手段(乗客としての車利用をいいタクシー，

他の人に乗せてもらう車，リフト付車両のみを

対象とし，自分で運転する車(第一手段の場合

僅か 4%)は除いた)の利用を分ける要因を知

るために数量化H類により分析を行った。

② 数量化H類の分析で大量輸送と個別輸送を分

ける要因と関連性の強かった，障害部位，補装

具，障害等級に関して交通手段選択の現状を，

最もよく使う手段(第一手段)と，二番目によ

く使う手段(第二手段)によって明らかにした。

③ 大量輸送手段(パスと鉄道)の利用と非利用

を分ける関連性の強い要因を数量化H類により

見つけだし，そのうえで，関連性の強かった要

因である障害部位と補装具別にパス並びに鉄道

の利用率の実態を明らかにした。

④ パスや鉄道利用に関して，その利用者と非利

用者，障害部位と補装具別に問題点を明らかに

3.大量輸送と個別輸送手段(乗客)利用

の選択要因

数量化H類により外的基準として，大量輸送交

通手段利用と個別輸送交通手段を分ける要因を明

らかにする。

説明変数は障害要因として障害等級，障害部位，

使用補装具の 3つを，移度制約要因として歩行可

能距離階段の昇降，自力外出の可否，その他とし

て年齢の合計7つの変数とした。分析に関しては

最もよく利用する交通手段(第一手段)について

行った。

最もよく利用する手段の大量輸送と個別輸送を

外的基準として計算した結果は，相関比0.443，

誤判別率16%である。 7つの説明変数のうち大量

輸送と個別輸送手段利用を判別する要因をレンジ

と偏相関係数から判断すると，障害部位，障害等

級，補装具，自力の外出可否との関連性が強いと

考えられる。

さらにカテゴリーウェイトから，大量輸送手段

の選択する人の特徴は障害部位では視覚障害，障

害等級では軽度な人ほど，補装具別では用いない

人，自力外出可否では一人で外出できる人という

ように，比較的障害が軽度なグループである。そ

の反対に個別輸送手段を選択する人の特徴は障害

表ー 1 アンケー卜分析対象者の種別

板橋区 調査対象者数 第一 第が
二手段障害者

実数(B)A/B× 明人数らかな
障害部位 数 (A) 100% 

4見 覚 障 害 961 62 6.5 56 

聴覚・平衡機能障害 1，157 58 5.0 42 

音声・言語障害 62 54 87.0 58 

し 体 不 自 由 4，735 261 5.5 247 

内 部 障 害 721 7 1.0 7 

そ の 他 21 18 

不 明 199 

言十 7，636 662 8.7 426 

注)全障害者数の合計は8，900人(精神薄弱者を含む)
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図ー 1 大量輸送手段と個別輸送手段(乗客として)利用の要因分析(数量化E類)

最も良く利用する交通手段(第一手段)

サンプ カテゴリーウエイト レンジ 偏相関係数|

ル数 -0.50 +1.0 数値 順位 数値 順位|

1 級 38 • 0.81 3 0.27 2 

障害等級 2 級 50 • 3 6 級 47 • 視 覚 27 • 1.82 1 0.25 3 

障 害
発衡・音声・言語・ろうあ 30 • し 体 不 自 由 74 • 内 部 そ の 他 4 • O 18 歳 27 • 0.27 6 0.10 6 

年 齢 19-59歳 38 • 60 歳 以 上 70 • つ え 1 本 2 本 48 • 0.85 2 0.22 4 

補 装具
車 し、 す 23 • そ の 他 31 

4・
用 b 、 な しミ 33 • 歩行可能 歩けない-200m まで 81 • 0.22 7 0.08 7 

距 離 200m 以 上 歩 け る 54 • 階 設
普 通 Z主乙3弘 れ る 65 • 0.79 4 0.21 5 

(10段)
介助者付で登れる 38 • エスカレータ等あれば登れる 32 • 自力外出
一人で 外 出 が 可 能 64 • 0.78 5 0.28 1 

付添等で外出が可能 71 

' 相 関 比 0.443 

誤 判 glj 率 16% 

外的基準(判別グループ) 1 =大量輸送手段(パス・鉄道)。マイナス側，

2=個別輸送手段(乗客としての利用)。プラス側

部位では肢体不自由，音声・言語障害，障害等級

では重度な人程，補装具別では車いす使用者と杖

使用者，自力外出可否では付添が必要な人等，障

害が重度なグループである。

次に，障害の等級別に手段選択要因を同様の分

析手法によってレンジと偏相関係数の順位で表し

たものが図-1である。この結果，障害の部位，

年齢，補装具は障害の軽重度に関わりなく手段選

択を左右する大きな要因であるが，障害の中軽度

(3 -6級)では階段の昇降の可否が手段選択を

左右する大きな要因としてあげられる。

<3章のまとめ>

① 大量輸送と個別輸送の選択を分けるものは障

害条件，とくに障害の部位，等級，補装具との

関連が強く，障害が重い人(=移動制約が大き

い人)程個別輸送手段を選択する傾向がある。

4.障害条件別交通手段選択

前述の数量化E類の分析から大量輸送と個別輸

送手段選択は，補装具，障害等級など障害条件と

の関連性が強いことかが明らかとなった。障害者
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はもともと個人の障害の条件によって交通手段の

利用の困難度も大きく異なるといわれているの

で，さらに障害条件別にもう一歩分析を進める。

(1)補装具別交通手段選択

図-2は第一手段と第二手段の交通手段選択構

成比の合計について比較したものである。第一手

段に比べ第二手段が大きく減少する手段は徒歩・

車いす (20%減)で，逆に増加する手段はリフト

付車両 (10%増)，車(乗客・ 5%増)，鉄道 (10%

増)である。

さらに障害部位別に大量輸送手段と個別輸送手

段に限定して第一手段と第二手段の変化を表した

のが図-3である。 Y軸に個別輸送手段の利用率

を x輸に大量輸送手段の利用率を示した。

この結果，車いすと松葉杖使用者は，第一手段

で個別輸送手段の依存度が高く，かつ第二手段の

選択に於ても個別輸送の選択が大きく大量輸送手

段の選択はほとんどみられない。

これと反対に杖一本や白杖使用者に関しては第

一手段が個別輸送手段の依存が高いが，第二手段

で、は個別輸送手段が減って，逆に大量輸送手段の

選択率が高くなる。

さらに確認のために図-4で示した個々の交通

手段選択について分析した。この図は第一手段と

補装具，第二手段と補装具の 2つのクロス表を重

ねて表現したものである。まず，クロス表の独立

検定についてはどが自由度の 2倍以上ならば関連

性があると判定でき，また，交通手段選択と使用

複装具の関連性は信頼度が5% (0.05)以下なら

ば関連性があるといえる。第一手段，第二手段と

もどが自由度の 2倍以上であり，信頼度も0.01%

と小さく関連性があるといえる。個別輸送手段の

依存度が高い車いすと松葉杖使用者に関して，車

いす使用者はパスを全く利用せず，鉄道の利用も

極めてわずかでしかない。松葉杖使用者に関しで

もパス・鉄道利用は限られている(利用者は数人

いる)が，基本的には，車いす使用者，松葉杖使

用者の両者ともリフト付車両の依存度が極めて高

いグループであることが確認できる。第二手段で

大量輸送手段の依存度が高い白杖や杖一本使用者

す
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に関しては，白杖使用者はパス・鉄道双方の利用

の増加がみられるのに対し，杖一本使用者はパス

の利用はほとんど増加せず，鉄道の利用のみ増加

する。

(2) 交通部位別交通手段選択

図-3と同様の形式の図を障害部位別の図-6

に示した。体幹，音声言語，上下肢障害者は個別

輸送手段の依存が最も高く，下肢，上肢障害者は

個別輸送手段の依存がやや強いグループである O

全盲は個別と大量輸送のどちらにも依存するグ

ループであるが，弱視，平衡機能障害者はグルー

プを特定し難い。

(3) 障害の等級別交通手段選択

図-6に示したように 1-2級の人は基本的に

個別輸送選択型であり，第二手段利用では徒歩・

車いすが減少した分だけ個別輸送と大量輸送が増

加する。 3-4級は，個別輸送と大量輸送手段の

共用型であるが，第二手段選択では個別輸送手段

に依存する傾向がある。 5-6級は大量輸送手段

依存型であり，第二手段ではさらに大量輸送手段

の依存度が強まる。

く4章のまとめ>

① 補装具によって手段選択が大きく異なること

がわかった。松葉杖や車いす使用者は個別輸送

手段，杖一本・白杖使用者は大量輸送を選択す

る傾向がある。

②個別輸送手段の依存度が強いグループは肢体

不自由者だけでなく，音声言語障害者のように

情報の交換が困難なグループも依存度が強いこ

とがわかった。

③ 障害の 5-6級のグループは大量輸送手段を

ほぽ使いこなしているとみれるが 4級以上の

障害がより重いグループは個別輸送手段の依存

度が強い。

5.パス・鉄道の手段選択と利用上の問題

点

障害者にとって大量輸送手段を利用できるか否

かは外出を左右する大きな条件である。この章で

は公共性の高いパスと鉄道に限定して，まず，パ

スと鉄道の利用者(ここでいう利用者とは 1年に

数回以上の利用をいう)と非利用者を分ける関連

性の強い要因を数量化H類によって明らかにし，

次に分析の結果から関連性の強かった要因つまり

表-2 大量輸送機関利用と非利用の要因分析(数量化E類)

パスの利用と非利用 鉄道の利用と非利用

レンジ 偏相関係数 レ ンジ 偏相関 係数

変数名 実 数 順位 実 数 順位 実 数 順位 実 数 順位

障 害 等 級 0.317 4 0.107 3 0.282 7 0.066 7 

障 害 程 度 0.360 3 0.096 4 1.156 1 0.242 1 

年 メ~ 0.172 5 0.058 5 1.000 3 0.229 2 

補 助 具 1.782 1 0.342 1 0.482 6 O.lll 6 

歩行可能距離 0.090 7 0.029 7 0.655 5 0.168 5 

階 段 0.056 2 0.249 2 1.053 2 0.224 3 

外 出 自E 力 0.147 6 0.051 6 0.765 4 0.203 4 

相関比=0.394 相関比=0.287 

誤判別率=22% 誤判別率=24% 
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(A) 障害部位別利用率 (B) 補装具別利用率
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図-7 障害条件別バス・鉄道の利用者率

障害程度，補装具に関して，パス・鉄道の利用率

の違いを明らかにする。さらに，パス・鉄道の利

用上の問題点を利用者と非利用者，補装具別，障

害部位別(但し補装具と重なるケースは除く)に，

問題点の違いを指摘率によって明らかにする。

(1) パス並びに鉄道を利用するか否かを分ける

要因

表-2からパスを利用するか否かを分ける関連

性の強い要因は，補装具，階段を使えるか否か，

障害部位，障害等級が主なものである。鉄道を利

用するか否かを分ける要因としては，障害部位，

年齢，階級を使えるか否かが強い。図一 7の(刈は

パスを利用するか否か(利用する人のみを利用率

として表わした)と障害部位，鉄道を利用するか

否かと障害部位，図-7(8)はパスを利用するか否

かと補装具，鉄道を利用するか否かと補装具を重

ね合せて表わしたクロス表の一部である。

(i) 障害部位別利用率

パス・鉄道の利用と非利用と障害部位とのクロ

ス表の一部を表わしたものが図 7(A)である。 x'

検定はパス・鉄道とも独立であり，自由度につい

ても各々 ， 17%， 27%と関連性があるとは言いに

くいが，傾向だけは見ることができょう。

全体としてパスは30-80%，鉄道は40-90%の

利用率があり，パスより鉄道の利用率がやや高い。

障害部位による差はパス・鉄道とも肢体不自由者

がやや利用率が低いが顕著な差はみられない。

(ii) 補装具別利用率

パス・鉄道の利用・非利用と補装具とのクロス

表の・部を表わしたものが図 7(8)である o x'検

定はパス・鉄道とも関連性があり，自由度につい

ても 5%以下で関連性がある。

パス利用率は車いす使用者が極めて低く (ほと

んど利用していない)，その他の障害者は50%程

度以上の利用率がある O 鉄道に関しては，松葉杖，

車いす使用者はやや利用率が少ない (30%程度)

が，それ以外のグループは50-80%の利用率であ

る。

(2) パス利用上の問題点(図-8) 

問題指摘と利用・非利用，補装具，障害部位の

ど検定と信頼度 (5%以下)は12のうち各々利用・

非利用が11，補装具が11，障害部位が6項目の関

連性がある。

パスの利用者と非利用者に関する問題指摘は，

全体として非利用者の問題指摘率が高い。但し，

唯一停留所のベンチがないと困るに関しては逆で

利用者の問題指摘率が高い。主な補装具と障害部

位についてみると，補装具や障害部位の違いにも

かかわらず共通した問題点としてあげられたう

ち，指摘率が高い問題点は，乗降口が高すぎるこ

と，優先席の数が少ないこと停留所のベンチがな

いこと，停車場の位置がずれることなどであり，

やや問題指摘率が高いものとして乗降口の手すり

が利用しにくいことや押ボタンが利用しにくいこ

とをあげている。障害部位の違いによる固有の問

題点が顕在化しているグループは，視覚障害者，

聴覚障害者，音声言語障害者である。視覚障害者

は行先案内版が読めないことや行先案内放送が聞

き取れないことに問題点としての指摘率が高い。

音声言語障害者については行先を聞くことの困難

やお金の支払い困難が問題である。さらに聴覚障

害者にとってはここにかかげた項目のうち行先案

内放送が唯一極めて重要な問題で指摘率も高い

が，他の問題点に関しては指摘率も極めて少なく
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図-8 パス利用に関する問題指摘率

主な補装具 主な障害部位

問題項目
杖 松葉 車

白杖
用い 信頼

難聴 言語 弱視 全盲
平衡

l本 杖 いす ない 度% 機能 度%

l.行先案内版(よめない) × ム O 0.0 × O O 0.0 

2.行先案内放送(ききとれない) × ム 0.0 O ム ム × 。。
3.行先を聞く(できない) × × ム × 。。 ム × × 0.0 I 

4.お金の支払(できない) × O 0.0 × ム × 0.0 

5.乗降口の高さ(高い) O O O ム 0.0 × O O O O 0.1 

6.乗降口の広さ(狭い) ム O ム 0.0 × ム ム 37.7 

7.乗降口の手すり(利用しにくい) ム ム ム ム 0.0 × 乙込 ム 52.3 

8.優先席の数(少ない) ム O ム ム ム 0.9 ム O O O 8.2 

9.押ボタン(利用しにくい) ム ム 正己 ム 0.0 × ム ム ム 39.9 

10.停留所のベンチ(ないと困る) O ム ム O 0.0 ム ム O ム O 2.9 

11.停車位置のブレ(困る) O O O ム 0.0 ム O ム O 11.0 

12.運転手の態度(悪い) 73.0 ム ム 40.3 
一一 一一 一一一一ー L一一ー

o 50ωマイナス面の指摘率 0=80%以上，ム=50-79%
マイナス函の
指 摘 率 (%) 

プランク =20-49%，X =19%以下

注)この図の 1-12番は各身全く別なクロス表である。例えば行先案版(読めない，読める)と補装具(杖，

車いす等)及び障害部位(難聴，言語等)が各身ひとつづっのクロス表である。したがってこの凶は

合計24のクロス表を一枚の図に変えたものである。

図-9 鉄道利用に関する問題指摘率

主な補装具 主な障害部位

問題項目
杖 松葉 車

白杖
用い 信頼

難聴 言語 弱視 全盲
平衡 信頼

パス利用者と l本 杖 いす ない 度% 機能 度%
非利用者

l.窓口の位置(わかりにくさ) ム ム O 0.4 O O 0.0 
非利用者

い利用者
2.運賃の表示(わかりにくさ) O D. ム 1.6 ム O O ム 0.1 

3.窓口の高さ O × 。。 × 正斗 × 11.7 

H 4.改札口の高さ ム ム O 。。 × 8.1 

5.切符の渡し易さ ム × 0.1 × 63.5 

6.ホームと電車のすき間 ム O ム 0.0 × ム ム 37.5 

7.ホームと電車の段差 ム O 。。 ム ム × 71.6 

ffJ 
8.車輔の乗降口の広さ ム ム 0.0 × 8.4 

9.優先席の数 ム 乙込 O O ム 0.5 ム O ム O 55.7 

B 10.駅前の駐車スペース ム ム O ム ム 13.5 O ム ム O 14.1 

' o 50 100マイナス面の指摘率 0=80%以上，ム=50-79%

マイナス面の ブランク =20-49，X=19%以下
指摘率(%)

注)図 8と同様の方法で作った図である。
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ほとんど問題とならない。

(3) 鉄道利用上の問題点(図ー 9) 

問題指摘と利用と非利用のど検定は独立で、問

題指摘と補装具は 2つを除いて関連性があり，問

題指摘と障害部位は 3割が関連性がある。また，

信頼度に関しては12項目中，それぞれ利用・非利

用が0，補装具が 9，障害程度が2つ関連性があ

るだけで傾向をみるにとどまる O 鉄道の利用者と

非利用者の問題指摘の差は非利用者の問題指摘が

わずかに高いが大きな差はみられない。補装具や

障害部位に関わらず指摘が最も高いのは車内の優

先席の数の不足と駅前駐車スペースの不足であ

る。やや指摘率が高いものとして，運賃の表示の

わかりにくさや窓口の位置のわかりにくさがあげ

られる。障害の違いによる固有の問題点が顕在化

しているグループは，視覚障害者(白杖)と松葉

杖使用者である。

視覚障害者にとっては，窓口の位置や運賃表示

のわかりにくさの他に，ホームと電車の段差が問

題である。松葉杖使用者と車いす使用者は 1-2

点を除くあらゆる項目に関して問題指摘率が高

く，あらゆる面で利用の困難度が高いグループと

考えられよう。

く5章のまとめ>

① パスを利用するか否かに関連性が強い要因は

障害部位と年齢である O

②車いす使用者はパスを交通手段としていな

い。その他の肢体不自由者(杖一本や松葉杖)

についても相対的にパス・鉄道の利用は他の障

害者に比べて少ない。

③ 障害者に共通するパス利用上の問題点は，乗

降時には停車位置のずれ，乗降口が高すぎるこ

とや手すりが使いにくいこと，車内では優先席

の不足，押ボタンの押しにくさが指摘された。

また特定の障害者については，視覚，聴覚，音

声言語障害者が情報伝達の問題を，車いす使用

者は乗降口が高すぎること(リフトがないこと

を意味する)が特に問題点として指摘された。

④ 鉄道の利用者と非利用者の問題指摘の差は少

ない。鉄道利用上の問題点として共通に指摘さ

れたのは，駅へのアクセス確保のための駐車ス

ペースの不足，乗車券購入に関わる窓口の位置

や運賃表示，車内においては優先席の不足で

あった。また，肢体不自由者が(車いす，松葉

杖)固有の問題点として改札口が狭いことや，

車両とホームの聞の段差やすき聞が指摘され

た。

6.まとめと今後の課題

(1) まとめ

① 大量輸送手段と個別輸送手段の選択

障害の部位，等級，補装具との関連性が強く，

大量輸送手段を選択する人は障害が軽度(移動制

約が小さい)で，個別輸送手段を選択する人は重

度な障害者(移動制約が大きい)である。

障害の部位に関しては肢体不自由者，音声言語

障害者，等級では 4級以上の人が個別輸送手段を

選択する傾向がある。

② パス利用とその問題点

車いす使用者やその他重度な肢体不自由者には

ほとんど利用されず，利用上の困難が極めて大き

い。利用上の問題点はパスの構造の問題，車内の

設備や優先席など使い方のルールの問題，案内な

ど情報の問題，停車位置のずれなど運転操作等の

問題点が指摘され，ハードとソフトの双方にまた

がる問題が顕在化している。

③ 鉄道利用とその問題点

鉄道に関してはパス程の利用困難は少ないが，

端末交通との接続を考慮した駐車スペースの確

保，駅舎の構造やサインシステムの問題，ホーム

と電車のすき間や段差，車内の優先席の確保など，

設備や構造だけの問題としてかたずかない課題も

みられる。

(2) 今後の課題(対策との関連で)

(i) 障害者のハンディキャップに応じた対策

今後の課題として，この調査で明らかにした，

①物的環境の問題，~情報の問題，これに加えて

文献等は)からわかった、③経済的な問題，④人的
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環境(人による介助，ボランティア等)の問題，

が障害者のモピリテイの基本的な要素と考えられ

る。対策にあたっては，肢体不自由者を中心とす

る，①物的環境を主な対策課題とするグループと，

視覚障害者に対しては情報の音声化，聴覚障害者

に対しては情報の視覚化など，②情報システムを

主な対策課題とするグループ等，障害の特徴に応

じた対策を立てつつも，これに経済的援助(利用

者への移動手当や交通事業者への設備費等の援

助)や人的環境を整えることが同時に望まれる。

(ii) 都市交通システムとしての取組み

ピッツパーグ，ロンドン，西ベルリン等間のよ

うに既存交通機関をアクセシブルにしないで代替

手段としてリフト等の付いたスペシャル・トラン

スポートサービス (STサービスと呼ぶ)を運行

するか，それともサンフランシスコ (2)などのよう

に大量輸送機関をアクセシブルにし，かつ ST

サービスも整備するかは都市交通システム全体に

関する大きな選択課題である。

注

(1) 例えば，神奈川県公共交通機関整備推進連絡

会議:重度障害者等の利用を考慮した新しい運

行システムに関する研究報告書。

(2) ピッツパーグでは fAccessJ，サンフランシ

スコではfM出 0卯 li四 Transpo巾 tionCommiぉionJ，

西 ベ ル リ ン で は fSNBStudiengesellschaft 

Nahverkehr Jロンドンは fTRRLJにインタビ

ューした。
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